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東
海
道
大
磯
宿
助
郷
人
馬
の
勤
め
方 

―
相
模
国
淘
綾
郡
生
沢
村
・
寺
坂
村
の
事
例
か
ら
― 

富
田 

三
紗
子
（
当
館
学
芸
員
）  

一 

は
じ
め
に 

江
戸
時
代
の
街
道
の
宿
駅
に
は
、
隣
宿
へ
人
馬
を
継
ぎ
立
て
る
役
割
が
あ
っ
た
。
特

に
公
用
の
人
馬
継
立
に
つ
い
て
は
、
伝
馬
人
足
役
と
し
て
、
所
有
屋
敷
の
間
口
に
応
じ

て
人
馬
を
供
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。五
街
道
で
は
東
海
道
が
百
人
百
疋
な
ど
、

常
備
す
る
人
馬
数
が
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
常
備
し
て
い
る
人
馬
数
で
は
足
り
な
い
場

合
、
宿
駅
の
周
辺
村
落
に
助
郷
役
が
課
さ
れ
た(

１)

。 

東
海
道
大
磯
宿
は
江
戸
か
ら
八
番
目
の
宿
駅
で
、
現
在
の
大
磯
町
に
位
置
す
る
。
東

小
磯
村
が
宿
駅
の
機
能
を
補
填
す
る
加
宿
に
指
定
さ
れ
、宿
全
体
は
山
王
町
、神
明
町
、

北
本
町
か
ら
構
成
さ
れ
る
北
組
、
台
町
（
東
小
磯
村
）、
茶
屋
（
石
船
）
町
、
南
本
町
か

ら
構
成
さ
れ
る
南
組
に
分
か
れ
て
い
た
。
両
組
に
一
軒
ず
つ
問
屋
場
が
置
か
れ
、
一
〇

日
交
替
で
継
立
を
担
っ
た
。
宿
高
七
〇
一
石
四
斗
七
升
五
合
二
勺
と
規
模
が
小
さ
い
な

が
ら
、本
陣
三
軒
、旅
籠
屋
六
六
～
八
五
軒
と
宿
泊
施
設
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
平
塚
宿
と
の
距
離
が
二
七
町
（
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
短
く
、
平
塚
宿
と
一

緒
に
藤
沢
宿
や
小
田
原
宿
ま
で
継
ぎ
立
て
る
、
助
合

す
け
あ
い

（
最 も

合 あ
い

）
と
い
う
勤
め
方
を
行
っ

て
い
た(

２)

。 

大
磯
宿
の
助
郷
は
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
に
指
定
さ
れ
、
指
定
さ
れ
た
村
落
は

定
助
・
大
助
計
二
六
ヶ
村
、
助
郷
高
一
四
、
七
一
四
石
で
あ
っ
た
。
東
海
道
で
は
、
そ

の
後
、
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
に
助
郷
帳
が
下
付
さ
れ
る
が
、
大
磯
宿
で
は
確
認

で
き
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
明
細
帳
な
ど
に
よ
る
と
、
再
編
さ
れ
た
定
助
郷
の
総
数
は

三
〇
ヶ
村
、
助
郷
高
一
一
、
〇
五
六
石
で
あ
っ
た
。
大
磯
宿
の
助
郷
に
指
定
さ
れ
た
村
々

の
位
置
は
図
の
通
り
で
あ
る
。
三
〇
ヶ
村
の
助
郷
村
は
、
現
在
の
大
磯
町
大
磯
地
区
（
西

小
磯
を
除
く
）
と
国
府
地
区
（
西
小
磯
を
含
む
）
を
境
に
東
組
と
西
組
に
分
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
が
助
郷
会
所
を
宿
場
町
に
持
ち
、
助
郷
役
を
差
配
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る(

３)

。 

複
数
の
助
郷
村
を
取
り
ま
と
め
、
人
馬
を
徴
集
す
る
方
法
は
、
あ
る
程
度
い
ず
れ
の

宿
で
も
共
通
す
る
が
、
各
宿
あ
る
い
は
村
落
間
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
は
多
岐
に

わ
た
っ
た
。
本
稿
で
は
、
生
沢
二
宮
家
資
料(

４)

に
残
さ
れ
た
助
郷
人
馬
の
割
付
に
関
す

る
史
料
を
対
象
と
し
て
、
生 い

く

沢 さ
わ

村
と
寺
坂
村
の
助
郷
の
勤
め
方
を
分
析
し
、
大
磯
宿
の

定
助
郷
の
勤
め
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

                

 

図 大磯宿の助郷村 

大磯宿助郷分布図 1（『大磯町史』2 資料編副読本 57 頁）を参考に、

元禄 7 年 3 月「請証文」（『大磯町史』2）、天保 5 年「宿方明細調

書上帳控」（『相州淘綾郡大磯宿伝馬関係資料』第 1 輯）より作成。 
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二 
生
沢
村
と
寺
坂
村 

生
沢
二
宮
家
は
、
生
沢
村
谷
戸
分
の
名
主
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
生
沢
村
は
寛
永
一

〇
（
一
六
三
三
）
年
か
ら
四
給
と
な
り
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
か
ら
内
一
給
分
が

小
田
原
藩
領
と
な
っ
た(

５)

。
谷
戸
分
は
こ
の
小
田
原
藩
領
分
で
あ
る(

６)

。
貞
享
三
（
一

六
八
六
）
年
の
村
高
は
五
四
八
石
七
斗
三
升
九
合
、
内
小
田
原
藩
領
分
は
一
一
一
石
七

斗
三
升
九
合
で
あ
っ
た(

７)
。
ま
た
、
小
田
原
藩
領
分
の
家
数
は
一
七
軒
、
人
数
は
一
一

五
人
で
あ
る(

８)

。 

助
郷
は
元
禄
七
年
の
指
定
で
は
大
助
と
し
て
指
定
さ
れ(

９)

、
享
保
一
〇
年
の
助
郷
再

編
以
降
は
定
助
郷
を
勤
め
た(

10)

。助
郷
高
は
、
元
禄
七
年
で
は
五
五
四
石
、享
和
三（
一

八
〇
三
）
年
で
は
五
四
九
石
で
あ
っ
た(

11)
。 

生
沢
二
宮
家
に
関
す
る
近
世
期
の
史
料
は
そ
の
大
半
が
嘉
永
期
以
降
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
時
期
に
当
主
で
あ
っ
た
者
は
、
惣
右
衛
門
と
平
次
郎
（
ま
た
は
平
治
郎
）
で
あ
る
。

惣
右
衛
門
は
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年(

12)

、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年(

13)

に
寺
坂
村

と
生
沢
村
の
兼
帯
名
主
を
務
め
、
平
次
郎
は
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
に
名
主

見
習
を
経
て
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
寺
坂
村
と
生
沢
村
の
兼
帯
名
主
を
務
め
た

(

14)

。 

両
人
が
兼
帯
名
主
を
務
め
た
寺
坂
村
は
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
か
ら
旗
本
領
及

び
小
田
原
藩
領
の
三
給
と
な
り(

15)

、
村
高
二
四
八
石
八
斗
二
升
九
合
、
そ
の
内
、
小
田

原
藩
領
は
三
六
石
五
斗
九
升
二
合
で
家
数
六
軒
、
旗
本
村
越
領
は
一
六
七
石
で
家
数
三

一
軒
、
旗
本
深
谷
領
は
四
五
石
二
斗
三
升
七
合
で
家
数
一
一
軒
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
た(

16)

。
惣
右
衛
門
と
平
次
郎
は
寺
坂
村
の
内
、
下
分
の
兼
帯
名
主
を
務
め
て
お
り
、

下
分
は
旗
本
深
谷
領
に
あ
た
る(

17)

。
寺
坂
村
も
ま
た
、
元
禄
七
年
に
大
助
を
指
定
さ
れ

(

18)

、
享
保
一
〇
年
の
助
郷
再
編
以
降
は
定
助
郷
を
勤
め
た(

19)

。
助
郷
高
は
、
元
禄
七

年
で
は
二
二
〇
石
、
享
和
三
年
で
は
二
三
七
石
で
あ
っ
た(

20)

。 

 

三 

生
沢
村
と
寺
坂
村
の
伝
馬
金
支
出 

生
沢
二
宮
家
資
料
に
見
ら
れ
る
助
郷
関
係
の
史
料
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
～
明

治
二（
一
八
六
九
）年
の
わ
ず
か
な
期
間
の
も
の
が
数
点
残
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
世
の
中
が
大
き
く
変
わ
り
、
街
道
の
通
行

も
最
早
参
勤
交
代
は
な
く
、
幕
末
動
乱
期
の
将
軍
上
洛
や
御
進
発
も
過
ぎ
、
明
治
五
年

の
伝
馬
所
・
助
郷
の
廃
止
が
目
前
と
な
っ
た
時
代
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
宿
駅
助
郷
制

度
の
終
焉
期
を
示
す
史
料
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。 

こ
れ
ら
の
史
料
を
大
き
く
分
け
る
と
、
生
沢
村
谷
戸
分
及
び
寺
坂
村
下
分
全
体
の
伝

馬
金
（
助
郷
役
金
）
の
領
収
書
（
控
え
を
含
む
）
と
、
生
沢
村
谷
戸
分
村
民
の
助
郷
役

出
勤
状
況
を
示
す
人
足
帳
な
ど
で
あ
る
。
数
点
と
は
い
え
、
大
磯
宿
に
は
ほ
と
ん
ど
助

郷
の
出
勤
実
態
を
示
す
史
料
が
な
い
た
め
、
そ
の
状
況
を
窺
い
知
る
に
は
重
要
な
手
が

か
り
と
な
る
。
ま
ず
は
、
伝
馬
金
の
領
収
書
か
ら
、
両
村
が
ど
れ
だ
け
伝
馬
金
を
支
出

し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
。 

助
郷
役
は
原
則
、
人
馬
そ
の
も
の
を
徴
集
す
る
。
し
か
し
、
実
際
は
人
馬
を
賄
う
た

め
の
費
用
が
発
生
す
る
た
め
、
金
銭
を
事
前
に
徴
収
し
、
後
日
精
算
す
る
方
法
を
取
っ

た
。
つ
ま
り
、
さ
な
が
ら
代
銭
納
の
形
式
に
な
っ
て
い
た
。 

例
え
ば
、
東
海
道
藤
沢
宿
で
は
次
の
よ
う
な
方
法
で
、
助
郷
人
馬
を
徴
集
し
、
賃
銭

を
精
算
し
て
い
る
。
ま
ず
、
年
の
始
め
に
そ
の
年
に
納
め
る
役
金
の
額
を
決
め
、
各
助

郷
村
に
割
り
当
て
、
二
月
、
七
月
、
一
二
月
に
分
け
て
徴
収
す
る
。
そ
し
て
、
平
常
時

は
、
一
部
の
助
郷
村
へ
助
郷
会
所
が
決
め
た
分
の
み
を
割
当
て
、
通
行
量
が
多
い
時
は

大
役
と
称
し
、
全
助
郷
村
へ
助
郷
高
に
応
じ
た
分
を
割
当
て
た
。
最
後
に
、
年
締
め
で

年
末
に
、
人
馬
で
勤
め
た
と
き
の
賃
銭
と
先
に
納
め
た
役
金
な
ど
を
精
算
し
、
各
助
郷

村
に
返
金
、
も
し
く
は
不
足
分
を
再
徴
収
し
た(

21)

。 
こ
の
方
法
は
あ
る
程
度
、
多
く
の
宿
駅
の
助
郷
に
共
通
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

表
１
は
、
伝
馬
金
の
領
収
書
や
そ
の
控
え
か
ら
、
寺
坂
村
下
分
と
生
沢
村
谷
戸
分
の
伝

馬
金
に
関
す
る
支
出
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
大
磯
宿
の
助
郷
の
場
合
、
伝
馬
金
は 
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二
月
、
四
月
、
七
月
、
九
月
、
一
二
月
の
五
回
に
分
け
て
徴
収
し
て
お
り(

22)

、
表
１
か

ら
も
そ
の
状
況
が
窺
え
る
。 

ま
た
、
伝
馬
金
の
徴
収
方
法
と
し
て
、
領
収
書
や
控
え
に
見
ら
れ
る
差
出
と
受
取
に

注
目
す
る
と
、
表
１
‐
１
に
表
し
た
寺
坂
村
下
分
の
支
払
い
は
、
い
ず
れ
も
寺

坂
村
上
分
に
対
し
て
行
わ
れ
、
表
１
‐
２
に
表
し
た
生
沢
村
谷
戸
分
の
支
払

い
は
、
同
じ
生
沢
村
の
別
の
領
分
の
名
主
が
惣
代
を
務
め
た
西
郷
会
所
に
対

し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
相
給
村
落
で
あ
る
寺
坂
村
の
伝
馬
金
の

取
り
ま
と
め
を
、
上
分
の
名
主
が
行
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
、
一
方
で
、
生

沢
村
谷
戸
分
の
支
払
い
方
か
ら
は
、
西
郷
会
所
の
機
能
を
示
し
て
い
る
。 

西
郷
は
助
郷
組
合
の
西
組
の
こ
と
を
指
す
よ
う
で
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）

年
一
〇
月
の
史
料
か
ら
そ
の
呼
称
が
見
ら
れ
る(

23)

。
会
所
は
い
わ
ゆ
る
助
郷

会
所
の
こ
と
で
あ
り
、
西
郷
会
所
が
実
際
に
伝
馬
金
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と

が
、
生
沢
村
谷
戸
分
の
領
収
書
か
ら
わ
か
る
。
な
お
、
表
１
‐
２
に
は
反
映
し

な
か
っ
た
が
、
明
治
元
年
一
二
月
七
日
の
御
還
幸
伝
馬
出
金
は
、
同
日
に
寺
坂

村
が
西
郷
会
所
へ
同
じ
名
目
で
支
払
っ
た
こ
と
を
示
す
領
収
書
が
残
さ
れ
て

い
る(

24)

。 

 四 

生
沢
村
谷
戸
分
の
助
郷
勤
め 

生
沢
村
谷
戸
分
に
は
、
人
馬
勤
め
を
行
っ
た
記
録
と
な
る
人
足
帳(

25)

や
精

算
勘
定
を
行
っ
た
取
立
帳(

26)

、
人
足
と
馬
持
の
持
高
を
書
上
げ
た
人
別
帳

(

27)

が
あ
る
た
め
、
村
民
一
人
一
人
が
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
助
郷
役
と
し
て

出
勤
し
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

表
２
は
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
一
二
月
か
ら
同
二
年
三
月
ま
で
の
生
沢

村
谷
戸
分
の
人
馬
勤
め
を
記
録
し
た
人
足
帳(

28)

の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
本
史
料
は
月
日
と
勤
め
た
人
数
の
他
に
人
名
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
表
で
は

人
数
の
み
を
ま
と
め
た
。 

こ
の
表
か
ら
は
、
一
二
月
は
通
行
が
多
く
、
割
と
頻
繁
に
人
足
を
出
し
て
い
る
が
、

年
末
年
始
を
境
に
人
足
の
数
が
減
り
、
二
月
、
三
月
は
ほ
と
ん
ど
人
足
を
出
し
て
い
な 

表 1-1 寺坂村下分伝馬金支出 

表 1-2 生沢村谷戸分伝馬金支出 

表 1-1 は慶応 4 年正月「御伝馬并諸入用割請取帳」（生沢二宮家資料-町史 51）、表 1-

2 は「覚」（同-町史 58、同-町史 146、同-町史 147、同-町史 153、同-町史 158）より

作成。 
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年代 月 日 額 支出理由

閏4 18 金10両 御伝馬金

6 15 金1両2分2朱 御伝馬出金残り

8 朔 金10両 進発御伝馬出金

11 23 銭86貫400文 御伝馬割

12 7 金18両 御還幸御伝馬出金

慶応4(1868)

明治元(1868)

年代 月 日 額 支出理由

3 21 金14両 御伝馬出金

4 13 金8両 御伝馬割

閏4 15 金3両 4月賄

8 朔 金1両銭20貫文 不足賄金

9 18 銭33貫文 9月御伝馬内割

10 3 金6両2分 御伝馬金20両割

11 11 金1両2分銭20貫文 11月御伝馬金

11 22 銭35貫文 11月御伝馬金

明治2(1869) 12 29 銭35文、銭60貫文 伝馬金

慶応4(1868)

明治元(1868)
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い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
史
料
に
は
、「
半
役
」「
さ
し
」「
下
り
役
」
の
語
が
見
え
、

そ
れ
ぞ
れ
で
集
計
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
賃
銭
に
違
い
が
あ
っ
た
た
め
、
特

に
注
記
し
集
計
を
行
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。「
さ
し
」
は
い
わ
ゆ
る
差
役
で
、
人
足

を
取
り
ま
と
め
る
役
に
あ
っ
た
者
で
あ
ろ
う
。「
下
り
役
」
は
、
登
り
人
足
と
下
り
人
足

と
の
違
い
を
示
す
。
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
大
磯
宿
は
隣
宿
の
平
塚
宿
と
の
距
離
が
近

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
下
り
側
の
平
塚
宿
ま
で
継
立
て
る
際
は
、
賃
銭
が
安
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る(

29)

。「
半
役
」
に
つ
い
て
は
、
弘
化
五
年
に
定
め
ら
れ
た
助
郷
人
馬
の
賄

方
の
規
定
に
よ
る
と
、
そ
の
二
条
目
の
但
書
に
「
且
人
馬
勤
方
刻
限
之
儀
者
、
夕
七
ツ

時
迄
ニ
限
可
申
事
、
尤
御
通
行
ニ
寄
鎌
倉
・
江
之
嶋
廻
り
等
ニ
而
御
延
刻
ニ
御
越
茂
有

之
候
儀
聢
与
相
分
り
候
ハ
ヽ
、
譬
七
ツ
半
時
ニ
至
り
候
と
も
人
馬
之
も
の
共
差
留
置
、

其
模
様
ニ
寄
半
役
相
増
候
歟
、
亦
者
二
ツ
役
ニ
い
た
し
候
共
、
其
時
々
見
計

取
賄
可
申
事
」
と
あ
り
、
時
間
外
の
割
増
賃
銭
が
適
用
さ
れ
る
役
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る(

30)

。 

こ
の
史
料
か
ら
人
足
を
勤
め
た
人
名
を
具
体
的
に
見
る
と
、
頻
繁
に
人
足

と
し
て
勤
め
て
い
る
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
と
に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
史
料
が
、
取
立
帳
と
人
別
帳
で
あ
る
。
取
立
帳
は

人
馬
を
勤
め
た
者
の
出
勤
額
と
割
付
額
を
差
引
き
、
勘
定
し
た
帳
面
で
、
名

寄
せ
で
記
さ
れ
て
い
る
。
人
別
帳
は
村
内
の
人
足
・
馬
持
を
書
上
げ
、
番
号

順
に
持
高
と
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
両
帳
面
に
見
ら
れ
る
人
物
を
基
準
と

し
て
、
帳
面
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
３
で
あ
る
。 

前
項
で
述
べ
た
通
り
、
助
郷
の
役
金
は
年
間
の
賦
課
率
を
決
め
た
上
で
、

年
に
数
回
に
分
け
て
徴
収
す
る
が
、
実
際
に
勤
め
た
人
馬
を
換
算
し
て
精
算

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
助
郷
役
の
勤
め
を
助
郷
村
間
で
平
均

な

ら

し
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
の
方
法
は
村
落
間
だ
け
で
な
く
、
村
内
の
村
民
間
で
も
同
じ
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
た
。 

表
３
に
見
ら
れ
る
生
沢
村
谷
戸
分
の
事
例
は
、
そ
の
よ
う
な
村
民
間
の
平
均
し
を
示

す
。
ま
ず
、
持
高
に
応
じ
て
助
郷
役
を
銭
額
に
換
算
し(

31)

、
実
際
に
勤
め
た
金
額
を
合

計
し
て
割
付
額
か
ら
差
引
く
。
そ
し
て
、
差
額
か
ら
不
足
が
あ
る
場
合
は
そ
の
不
足
分

を
徴
収
し
、
割
付
額
よ
り
多
い
場
合
は
、
次
の
役
金
を
徴
収
す
る
際
、
つ
ま
り
、
表
３

に
表
し
た
明
治
二
年
五
月
時
点
で
は
七
月
分
の
徴
収
金
に
振
替
え
た
。 

こ
の
精
算
状
況
か
ら
、
生
沢
村
谷
戸
分
の
村
人
の
中
で
も
、
人
足
と
馬
を
実
際
に
出

せ
る
者
と
出
せ
な
い
（
あ
る
い
は
出
さ
な
か
っ
た
）
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、

こ
の
中
で
人
足
と
馬
を
多
く
出
し
、
差
引
額
を
振
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
者
が
二
人
い

る
。
こ
の
二
人
は
、
賃
稼
ぎ
と
し
て
助
郷
役
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
他
、

人
馬
を
頻
繁
に
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
者
が
一
二
人
お
り
、
表
３
で
表
示
し
て
い 

表 2 生沢村谷戸分人足出勤状況 

32 

年 月 日 人数 備考

朔 5 半役、さし共

3 6 内さし1人

4 8 内さし1人

5 4 さし共

7 5 さし共

8 5 さし共

11 6 半役、さし共

12 3 内さし1人

14 2 内さし1人

19 2

27 1

10 1

11 2

14 2

19 6 さし共

29 2

朔 3

7 1

3 20 7 下り役、さし共

明治元(1868)

明治2(1869)

12

正

2

明治元年「人足勤覚」（生沢二宮家資料-町史 78）より作成。 
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る
二
三
人
中
九
人
は
人
馬
を
全
く
出
し
て
い
な
い
。
人
馬
を
出
し
て
い

な
い
者
の
中
に
は
、
入
分
と
し
て
生
沢
村
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
だ

け
で
、
別
の
村
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
者
も
い
る
た
め
、
そ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
史
料
中
に
人
馬
の
出
勤
が
表
れ
て
い
な
い
可
能

性
も
あ
る
。 

生
沢
村
谷
戸
分
の
特
徴
と
し
て
、
全
体
的
に
村
民
の
持
高
が
低
く
、

表
３
中
で
最
も
高
を
持
つ
者
も
一
三
石
余
り
で
あ
る
。
明
治
二
年
正
月

「
田
畑
合
高
帳
」(

32)

に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
村
は
、
名
主
で
あ
る

平
次
郎
の
持
高
が
四
一
石
余
り
と
突
出
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
村
民
は

表
３
で
一
三
石
余
り
を
持
つ
治
兵
衛
以
外
持
高
が
一
〇
石
以
下
と
い

う
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
村
で
は
、
名
主
平
次
郎
を
除

い
て
、
大
半
の
村
民
が
実
働
と
し
て
人
馬
を
提
供
す
る
立
場
に
あ
り
、

助
郷
役
に
よ
る
出
勤
を
賃
稼
ぎ
の
手
段
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 五 

お
わ
り
に 

筆
者
は
か
つ
て
、
東
海
道
藤
沢
宿
を
対
象
と
し
て
、
助
郷
人
馬
の
出

勤
状
況
を
詳
細
に
調
査
し
た
。
そ
の
際
、
宿
駅
の
周
辺
村
落
＝
助
郷
村

は
、
地
理
的
な
条
件
や
人
馬
数
、
産
業
と
い
っ
た
村
落
構
造
の
特
徴
に

よ
っ
て
、
人
馬
そ
の
も
の
を
出
し
て
稼
ぎ
と
す
る
村
落
と
、
金
銭
を
納

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
郷
役
の
勤
め
を
果
た
す
村
落
と
に
分
か
れ
、
地

域
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
を
背
景
に
、
宿
駅
制
度
を
維
持
し
て
い
た
地
域

構
造
を
有
し
て
い
た(

33)

。 

改
め
て
本
稿
に
て
分
析
対
象
と
し
た
生
沢
村
と
寺
坂
村
の
特
徴
を

み
る
と
、
両
村
は
明
治
九
年
当
時
、
馬
一
五
疋
を
有
し
て
お
り
、
馬
数

が
比
較
的
多
い
村
落
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る(

34)

。
ま
た
、
生

表 3 生沢村谷戸分人足・馬持の持高と出勤状況の関係 

単位：持高は石。割付額、勤め額、差引（割付額-勤め額）は貫文。 
出典：明治 2 年正月「田畑合高帳」（生沢二宮家資料-町史 79）、同年 3 月「人別書上帳」（同-町史 85）、同

年 5 月「御馬内割取立帳」（同-町史 91） 
注）差引額に 4 文の誤差がある者は、96 文を 100 文に換算する慣行によるものと考えられる。 

31 

人名 年齢 人足/馬 持高 割付額 勤め額 内訳 差引

久右衛門 45 人足 2.8013 7.353 2.200 平役6人半 5.153

甚兵衛 47 人足 5.3586 14.066 2.572 平役6人、さし1人 11.490

梅五郎 1.82854 4.800 3.272 平7人、下役1人、さし1人 1.528

源右衛門 39 人足 0.1 0.260 4.472
平3人、さし1人、下り1

人、馬4疋
-4.212

竹五郎 45 人足 1.3133 3.444 2.872 平6人、下1人、さし1人 0.568

万右衛門 4.12726 10.834 2.900 平6人、半1人、下り1人 7.934

政右衛門 52 馬 2.162 5.676 7.600 平5人、馬8疋 -1.924

近右衛門 49 人足 2.743 7.200 1.550 平3人、さし2人 5.650

和兵衛 人足 0.8266 2.695 1.772 平3人、半2人、さし1人 0.923

平兵衛 48 馬 5.134 13.215 3.872
平4人、半2人、下り1人、

さし1人、馬2疋
9.339

利兵衛 32 馬 7.3426 19.274 4.200 平1人、下1人、馬5疋 15.074

市兵衛 25 人足 0.6559 1.722 1.372 平2人、半2人、さし1人 0.346

嘉右衛門 33 人足 5.7803 17.345 1.948 平3人、さし2人、半2人 15.393

治兵衛 40 馬 13.239 34.752 4.200 馬6疋 30.552

徳右衛門 6.286596 16.500 16.500

新兵衛 0.566 3.225 3.225

常五郎 1.37333 3.605 3.605

弥市 33 人足 0.514663 1.324 1.324

仁左衛門 2.483 2.483

古右衛門 1.75056 4.595 4.595

新左衛門 37 人足 2.49466 6.548 6.548

繁二郎 3.276 3.276

時五郎 0.192 0.504 0.504
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沢
村
の
人
別
帳
か
ら
は
三
三
人
の
人
足
と
一
三
人
の
馬
持
が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
大

磯
宿
の
助
郷
村
の
中
で
も
実
際
に
人
馬
を
提
供
す
る
村
落
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
沢
村
の
名
主
が
助
郷
惣
代
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
、
人
馬
を
提
供
す
る
村
落
と
し
て

助
郷
村
を
代
表
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

明
治
五
年
に
は
駅
逓
の
改
革
が
行
わ
れ
、宿
駅
制
度
と
助
郷
制
度
は
終
焉
を
迎
え
る
。

助
郷
役
の
勤
め
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
金
銭
納
に
代
え
ら
れ
、
本
来
の
制
度
は
事
実

上
破
綻
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
宿
駅
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宿
駅
の
周
辺
村
落
に
は
賃
稼
ぎ
を
し
て
生
活
す
る
人
々
が
存
在
し
た
。
生
沢
二

宮
家
資
料
に
見
ら
れ
る
助
郷
役
出
勤
の
実
態
は
、
大
磯
宿
の
助
郷
村
に
も
そ
の
よ
う
な

人
々
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 注 （
１
）
江
戸
時
代
の
宿
駅
制
度
に
つ
い
て
は
、
児
玉
幸
多
『
近
世
宿
駅
制
度
の
研
究
増

訂
版
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
丸
山
雍
成
『
近
世
宿
駅
の
基
礎
的
研
究 

第
一
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
な
ど
が
あ
る
。 

（
２
）
大
磯
町
編
『
大
磯
町
史
』
６
通
史
編
古
代
・
中
世
・
近
世
、
大
磯
町
、
二
〇
〇

四
年 

（
３
）
同
注
（
２
）、
大
磯
町
教
育
委
員
会
編
『
相
州
陶
綾
郡
旧
村
方
資
料
』
第
一
輯
、

大
磯
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
年 

（
４
）
大
磯
町
郷
土
資
料
館
寄
託
資
料
。 

（
５
）
前
掲
注
（
２
）、
三
六
一
頁
。 

（
６
）
大
磯
町
編
『
大
磯
町
史
』
１
資
料
編
古
代
・
中
世
・
近
世
（
１
）、
大
磯
町
、
一

九
九
六
年
、
四
五
〇
～
四
五
二
頁
。 

（
７
）
貞
享
三
年
四
月
「
生
沢
村
田
畑
差
出
帳
」（
前
掲
注
（
６
）、
四
五
八
～
四
六
二

頁
） 

（
８
）
同
注
（
７
）。 

（
９
）
元
禄
七
年
三
月
「
請
証
文
」（
大
磯
町
編
『
大
磯
町
史
』
２
資
料
編
近
世
（
２
）、

大
磯
町
、
一
九
九
九
年
、
四
～
五
頁
） 

（
10
）
天
保
五
年
「
宿
方
明
細
調
書
上
帳
控
」（
大
磯
町
教
育
委
員
会
編
『
相
州
淘
綾

郡
大
磯
宿
伝
馬
関
係
資
料
』
第
一
輯
、
大
磯
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
九
年
、

一
三
九
～
一
四
八
頁
） 

（
11
）
享
和
三
年
「
大
磯
宿
書
上
」（
前
掲
注
（
10
）、
四
六
～
七
一
頁
） 

（
12
）
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
三
六
。 

（
13
）
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
三
九
。 

（
14
）
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
四
一
、
四
九
。 

（
15
）
下
中
邦
彦
編
『
神
奈
川
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
四
年 

（
16
）
天
保
五
年
九
月
「
寺
坂
村
地
誌
御
調
書
上
帳
」（
前
掲
注
（
６
）、
五
〇
六
～
五

一
〇
頁
） 

（
17
）
慶
応
四
年
正
月
「
御
伝
馬
并
諸
入
用
割
請
取
帳
」（
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史

五
一
） 

（
18
）
同
注
（
９
）。 

（
19
）
同
注
（
10
）。 

（
20
）
同
注
（
11
）。 

（
21
）
拙
稿
「
助
郷
会
所
と
そ
の
運
営
―
東
海
道
藤
沢
宿
を
事
例
と
し
て
―
」（『
藤
沢

市
史
研
究
』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
） 

（
22
）
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
正
月
「
御
伝
馬
勤
方
大
磯
宿
助
郷
和
融
中
規
定
扣
写
」

（
二
宮
町
編
『
二
宮
町
史
』
資
料
編
１
原
始 

古
代 

中
世 

近
世
、
一
九
九

〇
年
、
七
五
六
～
七
五
九
頁
） 

（
23
）元
治
元
年
一
〇
月「
人
馬
賃
銭
割
増
分
を
助
郷
組
々
へ
分
配
願
」（
前
掲
注（
９
）、

一
四
五
～
一
四
六
頁
） 

30 
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（
24
）
明
治
元
年
一
二
月
「
覚
」（
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
七
六
） 

（
25
）
明
治
元
～
二
年
「
人
足
勤
覚
」（
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
七
八
） 

（
26
）
明
治
二
年
五
月
「
御
馬
内
割
取
立
帳
」（
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
九
一
） 

（
27
）
明
治
二
年
三
月
「
人
別
書
上
帳
」（
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
八
五
） 

（
28
）
同
注
（
25
）。 

（
29
）
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
二
月
「
大
磯
宿
助
郷
人
馬
賄
方
の
規
定
」（
前
掲
注

（
９
）、
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
）、
前
掲
注
（
22
）、
嘉
永
六
年
三
月
「
御
伝
馬

賄
方
規
定
書
之
事
」（
大
磯
町
教
育
委
員
会
編
『
相
州
淘
綾
郡
大
磯
宿
伝
馬
関
係

資
料
』
第
二
輯
、
大
磯
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
〇
年
、
七
四
～
七
八
頁
） 

（
30
）
前
掲
注
（
29
）、
弘
化
五
年
二
月
「
大
磯
宿
助
郷
人
馬
賄
方
の
規
定
」。 

（
31
）
こ
の
時
の
助
郷
役
の
割
付
率
は
、
一
石
に
付
き
二
貫
六
〇
〇
文
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
表
３
か
ら
わ
か
る
。
た
だ
し
、
新
兵
衛
に
つ
い
て
は
計
算
が
合
わ
な
い
。 

（
32
）
生
沢
二
宮
家
資
料
―
町
史
七
九
。 

（
33
）
拙
稿
「
江
戸
幕
府
伝
馬
制
度
と
地
域
金
融
構
造
―
東
海
道
藤
沢
宿
の
分
析
を
中

心
に
―
」（『
交
通
史
研
究
』
第
七
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
東
海
道
藤
沢
宿

は
ど
こ
か
ら
馬
を
集
め
た
か
―
馬
持
の
分
布
と
地
理
的
条
件
に
関
す
る
一
考
察

―
」（『
郷
土
神
奈
川
』
第
四
九
号
、
二
〇
一
一
年
） 

（
34
）
同
注
（
15
）。 
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